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(57)【要約】
【課題】動画像を撮像したときの撮像位置と、各撮像位
置で撮像された動画像の内容を関連づけてユーザに提示
すること。
【解決手段】撮像装置を移動させながら撮像された動画
像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基づいて、地
図上に前記撮像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した
地図画面を生成する地図画面生成部と、前記地図画面を
表示部に表示させる表示制御部と、前記表示部の表示画
面に対して操作体が接触又は近接した位置を検出する位
置検出部と、を備える画像処理装置が提供される。前記
位置検出部は、前記操作体により指定された前記軌跡線
上のポイントを検出し、前記表示制御部は、前記撮像位
置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応する
撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画像を、
前記地図画面上に表示させる。
【選択図】図９



(2) JP 2011-9846 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置を移動させながら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基
づいて、地図上に前記撮像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成する地
図画面生成部と、
　前記地図画面を表示部に表示させる表示制御部と、
　前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接した位置を検出する位置検出部と
、
を備え、
　前記位置検出部は、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイントを検出し、
　前記表示制御部は、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応する
撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示させる、画
像処理装置。
【請求項２】
　前記操作体により、前記表示画面に表示された前記軌跡線がなぞられたときに、
　前記位置検出部は、前記操作体によりなぞられた前記軌跡線上の複数のポイントを順次
検出し、
　前記表示制御部は、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出された複数のポイントにそ
れぞれ対応する複数の撮像位置で撮像された複数のサムネイル画像を、前記地図画面上に
順次表示させる、請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記軌跡線がなぞられたときに前記サムネイル画像が表示される前
記ポイントの間隔を、前記地図の縮尺に応じて変更する、請求項２に記載の画像処理装置
。
【請求項４】
　前記位置検出部が前記操作体による前記地図画面に対する所定操作を検出すると、前記
表示制御部は、前記所定操作に応じて、前記地図の縮尺を変更する、請求項３に記載の画
像処理装置。
【請求項５】
　前記地図画面は、前記動画像に対して実行可能な所定機能を表す少なくとも１つの機能
アイコンをさらに含み、
　前記画像処理装置は、前記動画像に対して前記所定機能を行う機能制御部をさらに備え
、
　前記位置検出部は、前記操作体による前記地図画面に対する所定操作により指定された
前記軌跡線の区間と、前記操作体により指定された前記機能アイコンを検出し、
　前記機能制御部は、
　前記撮像位置情報に基づいて、前記指定された軌跡線の区間に対応する前記動画像の区
間に対して、前記指定された機能アイコンに対応する前記所定機能を行う、請求項１に記
載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記所定機能は、
　前記動画像の少なくとも一部の区間を削除する機能、
　前記動画像の少なくとも一部の区間に対して評価値を付与する機能、
　前記動画像の少なくとも一部の区間を再生する機能、又は、
　前記動画像の少なくとも一部の区間を用いてプレイリストを作成する機能
のうち少なくともいずれかを含む、請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　撮像装置を移動させながら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基
づいて、地図上に前記撮像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成するス
テップと、
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　前記地図画面を表示部に表示するステップと、
　前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接した位置を検出する位置検出部に
より、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイントを検出するステップと、
　前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応する撮像位置で撮像され
た前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示するステップと、
を含む、画像処理方法。
【請求項８】
　撮像装置を移動させながら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基
づいて、地図上に前記撮像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成するス
テップと、
　前記地図画面を表示部に表示するステップと、
　前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接した位置を検出する位置検出部に
より、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイントを検出するステップと、
　前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応する撮像位置で撮像され
た前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラなどの撮像装置で撮像及び録画された動画像を表示する画像表示方法とし
て、通常再生表示とフィルムロール表示がある。通常再生表示は、録画された動画像を、
先頭から時間軸通りに再生して表示する表示方法である。ユーザは、この通常再生表示さ
れた映像を見ることで、撮像内容を把握することができるが、その把握には時間を要する
。その時間を短縮するために、動画像を早送り再生して表示する方法があるが、早送り再
生しても、動画像全体の撮像内容を把握するためには、ある程度の時間を要することには
変わりない。
【０００３】
　一方、フィルムロール表示は、録画された動画像から所定の時間間隔で複数のフレーム
画像を選択し、当該フレーム画像をサムネイル画像として時系列順に並べて表示する表示
方法である（例えば特許文献１、２参照）。このフィルムロール表示では、一覧表示され
た任意のサムネイル画像が選択されると、そのサムネイル画像に対応する再生位置から動
画像を通常再生表示することもできる。かかるフィルムロール表示では、上記通常再生表
示と比べて、動画像全体の撮像内容をユーザに分かりやすく提示することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３４７７１号公報
【特許文献２】特開２００８－１６６９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記フィルムロール表示では、複数のサムネイル画像を時系列順に並べ
ただけであるので、動画像を撮像したときの撮像位置など、撮像状況を把握することがで
きなかった。
【０００６】
　また、フィルムロール表示を利用して動画像を編集する場合には、時系列順に配列され



(4) JP 2011-9846 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

たサムネイル画像を削除するなど、動画像を時間軸上で操作して編集することが一般的で
あった。このため、ユーザは、動画像を撮像したときの時間的な記憶のみを頼りにして編
集を行っており、動画像を撮像したときの空間的な記憶をも利用して、直感的な編集を行
うことができなかった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、動画像を撮像したときの撮
像位置と、各撮像位置で撮像された動画像の内容を関連づけてユーザに提示できるように
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、撮像装置を移動させながら撮
像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基づいて、地図上に前記撮像位置
の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成する地図画面生成部と、前記地図画面
を表示部に表示させる表示制御部と、前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近
接した位置を検出する位置検出部と、を備え、前記位置検出部は、前記操作体により指定
された前記軌跡線上のポイントを検出し、前記表示制御部は、前記撮像位置情報に基づい
て、前記検出されたポイントに対応する撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画
像を、前記地図画面上に表示させる、画像処理装置が提供される。
【０００９】
　前記操作体により、前記表示画面に表示された前記軌跡線がなぞられたときに、前記位
置検出部は、前記操作体によりなぞられた前記軌跡線上の複数のポイントを順次検出し、
前記表示制御部は、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出された複数のポイントにそれ
ぞれ対応する複数の撮像位置で撮像された複数のサムネイル画像を、前記地図画面上に順
次表示させるようにしてもよい。
【００１０】
　前記表示制御部は、前記軌跡線がなぞられたときに前記サムネイル画像が表示される前
記ポイントの間隔を、前記地図の縮尺に応じて変更するようにしてもよい。
【００１１】
　前記位置検出部が前記操作体による前記地図画面に対する所定操作を検出すると、前記
表示制御部は、前記所定操作に応じて、前記地図の縮尺を変更するようにしてもよい。
【００１２】
　前記地図画面は、前記動画像に対して実行可能な所定機能を表す少なくとも１つの機能
アイコンをさらに含み、前記画像処理装置は、前記動画像に対して前記所定機能を行う機
能制御部をさらに備え、前記位置検出部は、前記操作体による前記地図画面に対する所定
操作により指定された前記軌跡線の区間と、前記操作体により指定された前記機能アイコ
ンを検出し、前記機能制御部は、前記撮像位置情報に基づいて、前記指定された軌跡線の
区間に対応する前記動画像の区間に対して、前記指定された機能アイコンに対応する前記
所定機能を行うようにしてもよい。
【００１３】
　前記所定機能は、前記動画像の少なくとも一部の区間を削除する機能、前記動画像の少
なくとも一部の区間に対して評価値を付与する機能、前記動画像の少なくとも一部の区間
を再生する機能、又は、前記動画像の少なくとも一部の区間を用いてプレイリストを作成
する機能のうち少なくともいずれかを含むようにしてもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像装置を移動させな
がら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基づいて、地図上に前記撮
像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成するステップと、前記地図画面
を表示部に表示するステップと、前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接し
た位置を検出する位置検出部により、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイン
トを検出するステップと、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応
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する撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示するス
テップと、を含む、画像処理方法が提供される。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像装置を移動させな
がら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基づいて、地図上に前記撮
像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成するステップと、前記地図画面
を表示部に表示するステップと、前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接し
た位置を検出する位置検出部により、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイン
トを検出するステップと、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応
する撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示するス
テップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、撮像装置を移動させな
がら撮像された動画像の複数の撮像位置を表す撮像位置情報に基づいて、地図上に前記撮
像位置の移動軌跡を表す軌跡線を描画した地図画面を生成するステップと、前記地図画面
を表示部に表示するステップと、前記表示部の表示画面に対して操作体が接触又は近接し
た位置を検出する位置検出部により、前記操作体により指定された前記軌跡線上のポイン
トを検出するステップと、前記撮像位置情報に基づいて、前記検出されたポイントに対応
する撮像位置で撮像された前記動画像のサムネイル画像を、前記地図画面上に表示するス
テップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムが記録された、コンピュータ読
取可能な記録媒体が提供される。
【００１７】
　上記構成によれば、撮像位置情報に基づいて、地図上に前記撮像位置の移動軌跡を表す
軌跡線を描画した地図画面が生成され、地図画面が表示部に表示され、位置検出部により
、操作体により指定された軌跡線上のポイントが検出され、撮像位置情報に基づいて、検
出されたポイントに対応する撮像位置で撮像された動画像のサムネイル画像が、地図画面
上に表示される。これにより、ユーザが操作体を用いて地図画面の軌跡線上の任意のポイ
ントを指定すれば、そのポイントに対応する撮像位置で撮像されたサムネイル画像が表示
される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、動画像を撮像したときの撮像位置と、各撮像位置
で撮像された動画像の内容を関連づけてユーザに提示できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る撮像装置の正面側の外観構成を示す斜視図である。
【図２】同実施形態に係る撮像装置の背面側の外観構成を示す斜視図である。
【図３】同実施形態に係る撮像装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態に係る撮像装置の機能構成を示すブロック図である。
【図５】同実施形態に係る撮像位置テーブルの具体例を示す図である。
【図６】同実施形態に係る地図画面の表示例を示す図である。
【図７】同実施形態に係る地図画面の変更例を示す図である。
【図８】同実施形態に係る地図画面において、ユーザが指で軌跡線上のポイントを指定し
たときの表示例である。
【図９】同実施形態に係る地図画面において、ユーザが指で軌跡線をなぞったときの表示
例である。
【図１０】同実施形態に係る地図画面に対するピンチアウト操作を示す図である。
【図１１】同実施形態に係るピンチアウト操作により拡大表示された地図画面を示す図で
ある。
【図１２】同実施形態に係る軌跡線上の始点を指定する操作を示す図である。
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【図１３】同実施形態に係る軌跡線上の終点を指定する操作を示す図である。
【図１４】同実施形態に係る軌跡線の始点から終点までの区間を削除アイコンにドラッグ
アンドドロップする操作を示す図である。
【図１５】同実施形態に係る地図画面を用いてサムネイル画像を生成するときのユーザ操
作を示す図である。
【図１６】同実施形態に係る地図画面を用いてサムネイル画像を生成するときのユーザ操
作を示す図である。
【図１７】同実施形態に係る撮像装置による地図画面の表示処理を示すフローチャートで
ある。
【図１８】同実施形態に係る撮像装置による地図画面を用いた動画像の編集処理を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．撮像装置の構成
　２．撮像装置の機能構成
　３．地図画面の表示例
　４．地図画面におけるサムネイル画像の表示例
　５．軌跡線がなぞられたときのサムネイル画像の表示例
　６．地図画面の拡大／縮小表示
　７．地図画面を用いた動画像の編集
　８．地図画面の表示処理フロー
　９．地図画面における編集処理フロー
　１０．まとめ
【００２２】
　［１．撮像装置の構成］
　まず、図１～図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る画像処理装置の一例であ
る撮像装置の構成について説明する。図１、図２は、本実施形態に係る撮像装置１０の正
面側と背面側の外観構成を示す斜視図であり、図３は、本実施形態に係る撮像装置１０の
ハードウェア構成を示すブロック図である。
【００２３】
　図１、図２に示すように、本実施形態に係る画像処理装置は、例えばデジタルビデオカ
メラ等の撮像装置１０で構成されており、動画像を撮像及び記録する機能と、記録された
動画像を再生及び表示する機能を有する。しかし、本発明の画像処理装置は、撮像装置の
例に限定されず、タッチパネル等の画面位置検出手段を備えた任意の電子機器、例えば、
デジタルスチルカメラ、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓ
ｉｓｔａｎｔ）、携帯型の映像／音楽プレーヤー、携帯端末、ゲーム機、パーソナルコン
ピュータ、画像再生装置、画像編集装置などにも適用できる。
【００２４】
　撮像装置１０の外装を構成するケース１２は、左右方向の幅よりも大きな寸法の前後方
向の長さ及び上下方向の高さを有している。なお、本明細書において左右は、撮像装置１
０を後方から見た状態でいうものとし、また、撮像光学系の光軸方向で被写体側を前方と
いい、撮像素子側を後方という。
【００２５】
　ケース１２の上部の前部には、撮像光学系１４が組み込まれたレンズ鏡筒１６が前後に
延設され、レンズ鏡筒１６の前部がケース１２の前面に臨むように設けられている。レン
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ズ鏡筒１６の後端には撮像光学系１４によって導かれた被写体像を撮像する撮像素子１８
（図３参照）が設けられている。
【００２６】
　図１に示すように、ケース１２の左側部には、表示パネル２０が開閉可能に設けられ、
この表示パネル２０は閉じられた際に収容凹部１２０２に収容される。表示パネル２０は
、撮像素子１８によって撮像された画像などを表示するための表示部の一例であり、例え
ば、液晶表示装置（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機Ｅ
Ｌ表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）などで構成される。なお、収容凹部１２０２の底壁には、再生された音声データを
出力するためのスピーカ２２（図３参照）が設けられている。
【００２７】
　図２に示すように、ケース１２の右側面には、前後方向に延在するグリップベルト２６
が設けられている。さらに、ケース１２の右側部には、画像データや音声データを記録す
るディスク状記録媒体２（図３参照）を装脱可能に収容する収容部２４が設けられ、収容
部２４は開閉蓋２４０２により開閉される。ディスク状記録媒体２は、例えば、ブルーレ
イディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ
ｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）等の光ディスクである。なお、撮像
された画像を記録するための記録媒体は、上記光ディスク以外にも、例えば、光磁気ディ
スク、メモリカード４（図３参照）等の半導体メモリといった任意のリムーバブルメディ
アであってもよいし、或いは、撮像装置１０に内蔵されたハードディスク等の内蔵型記録
媒体であってもよい。
【００２８】
　また、ケース１２の上面前部には、音声を収音するためのマイクロフォン２８が設けら
れている。ケース１２の上面後部には、小型の表示装置２９０２（図３参照）が組み込ま
れた電子式ビューファインダー装置２９が設けられている。また、ケース１２の背面下部
側には、バッテリ２５が着脱可能に装着される。
【００２９】
　さらに図１及び図２に示すように、撮像装置１０には、撮像に関する種々の機能の実行
を指示するための操作部として、例えば、電源スイッチ３０Ａ、静止画撮像用ボタン３０
Ｂ、ズーム用スイッチ３０Ｃ、モード切換用スイッチ３０Ｄ、動画撮像用ボタン３０Ｅ、
インデックス用ボタン３０Ｆなどが設けられている。動画撮像用ボタン３０Ｅは、ユーザ
が撮像装置１０に対して、撮像された動画の録画開始／録画終了を指示するための操作具
であり、録画開始ボタン及び録画終了ボタンとして兼用される。ユーザが、撮像したい被
写体の構図を決めて動画撮像用ボタン３０Ｅを押下すると、撮像装置１０は録画動作を開
始し、ユーザがもう一度動画撮像用ボタン３０Ｅを押下すると、撮像装置１０は録画動作
を終了する。なお、録画動作とは、上記撮像素子１８によって連続的に撮像された画像（
複数のフレームからなる動画像）のデータを、記録媒体に記録する動作である。
【００３０】
　次に、図３を参照して撮像装置１０の内部構成について詳述する。図３に示すように、
撮像装置１０は、上述したケース１２、撮像光学系１４、レンズ鏡筒１６、撮像素子１８
、表示パネル２０、スピーカ２２、マイクロフォン２８、各種の操作部３０Ａ～Ｆを備え
る。さらに、撮像装置１０は、タッチパネル４０、映像信号用増幅回路１００、画像デー
タ処理部１０２、マイクロフォン用増幅回路１０４、音声データ処理回路１０５、出力用
増幅回路１０６、記録再生回路１０８、コントロール回路１１０、記録再生機構１１２、
ドライブ回路１１４、インターフェース回路１１６、メモリカード用スロット１１８、ズ
ーム駆動部１２０、測位部１２２などを備える。
【００３１】
　撮像光学系１４、レンズ鏡筒１６、撮像素子１８及びズーム駆動部１２０等は、被写体
を撮像して撮像信号を出力する撮像部２００（図４参照）として機能する。撮像光学系１
４は、フォーカスレンズ、ズームレンズ等の各種レンズや、不要な波長を除去する光学フ
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ィルタ、絞り等の光学部品からなる。被写体から入射された光は、撮像光学系１４におけ
る各光学部品を介して撮像素子１８に導かれる。撮像素子１８は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈ
ａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ
　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの固体撮像素子で構成さ
れる。この撮像素子１８は撮像光学系１４を介して導かれた光を光電変換し、撮像された
被写体像を表す撮像信号（アナログ映像信号）を出力する。
【００３２】
　映像信号用増幅回路１００及び画像データ処理部１０２は、撮像部により生成された撮
像信号を信号処理して画像データを生成する画像処理部２１０（図４参照）として機能す
る。上記撮像素子１８で生成された撮像信号は映像信号用増幅回路１００で増幅され、画
像データ処理部１０２に供給される。画像データ処理部１０２は、この撮像信号に所定の
信号処理を行うことで、画像データ（動画データ又は静止画データ）を生成し、記録再生
回路１０８に供給する。所定の信号処理は、例えば、ＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｄ
ｏｕｂｌｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ：相関２重サンプリング）処理、プログラマブルゲインア
ンプ（ＰＧＡ）によるゲイン処理などのアナログ信号処理や、Ａ／Ｄ変換処理、ガンマ補
正処理、ホワイトバランス処理等のデジタル信号処理などである。
【００３３】
　また、マイクロフォン２８で収音された音声信号はマイクロフォン用増幅回路１０４で
増幅され、音声データ処理回路１０５によって所定の信号処理がなされ音声データとして
記録再生回路１０８に供給される。
【００３４】
　記録再生回路１０８及び記録再生機構１１２は、画像データ、音声データ等の各種のデ
ータを記録媒体に記録するとともに、記録媒体に記録された各種のデータを再生する記録
再生部２２０（図４参照）として機能する。記録再生回路１０８は、コントロール回路１
１０からの指示に基づいて、記録再生機構１１２を制御して、ディスク状記録媒体２に対
してデータを記録／再生する。
【００３５】
　例えば、記録再生回路１０８は、コントロール回路１１０の制御に従って、画像データ
処理部１０２から供給された画像データ（動画データ又は静止画データ）や、音声データ
処理回路１０５から供給された音声データを、記録再生機構１１２に供給する。記録再生
機構１１２は、動画データ、静止画データや、音声データをディスク状記録媒体２に記録
する。
【００３６】
　また、記録再生回路１０８は、画像データ処理部１０２から供給された動画データ／静
止画データや、音声データ処理回路１０５から供給された音声データを、インターフェー
ス回路１１６を介して、メモリカード用スロット１１８に装着されたメモリカード４に記
録する。
【００３７】
　また、記録再生回路１０８は、コントロール回路１１０の制御に従って、画像データ処
理部１０２から供給された動画データ／静止画データを、ドライブ回路１１４を介して表
示パネル２０、２９０２に供給して、画像を表示させる。
【００３８】
　また、記録再生回路１０８は、インターフェース回路１１６を介してメモリカード４か
ら供給される動画データ／静止画データを、ドライブ回路１１４を介して表示パネル２０
、２９０２に供給して、画像を表示させるとともに、インターフェース回路１１６を介し
てメモリカード４から供給される音声データを、出力用増幅回路１０６を介してスピーカ
２２に供給して、音声を出力させる。
【００３９】
　また、記録再生回路１０８は、記録再生機構１１２によりディスク状記録媒体２から再
生された動画データ／静止画データを、ドライブ回路１１４を介して表示パネル２０、２
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９０２に供給して、画像を表示させるとともに、記録再生機構１１２によりディスク状記
録媒体２から再生された音声データを、出力用増幅回路１０６を介してスピーカ２２に供
給して、音声を出力させる。
【００４０】
　表示パネル２０、２９０２は、上記のように供給された各種の画像データ（動画像、静
止画）を表示する表示部として機能する。例えば、表示パネル２０、２９０２は、記録再
生回路１０８から撮像中にリアルタイムで入力される動画像（ライブビュー画像）を表示
する。これにより、ユーザは、撮像装置１０で撮像中の動画像を見ながら、撮像操作（例
えば、ズーム操作や、録画開始指示、録画終了指示、インデックス指示の入力操作など）
を行い、所望の被写体を所望の構図で撮像できる。また、記録媒体２、４に記録されてい
る動画像を記録再生回路１０８により再生したときに、表示装置１３０は、記録再生回路
１０８から入力された再生画像を表示する。これにより、ユーザは、記録媒体２、４に記
録されている動画像の内容を確認することができる。
【００４１】
　タッチパネル４０は、表示パネル２０の表示画面に対して操作体が接触又は近接した位
置を検出する位置検出部として機能する。タッチパネル４０は、表示パネル２０に重ねて
配設されており、操作体が接触又は近接した表示画面上の位置を検知するセンサを具備す
る。これにより、タッチパネル４０は、操作体により指定された表示画面上の位置や、操
作体の移動軌跡や移動速度を検出することができる。タッチパネル４０の操作に用いられ
る操作体は、例えば、ユーザの指やスタイラス、タッチペン等である。タッチパネル４０
は、操作体が接触又は近接した表示画面上の位置を座標として検出し、タッチパネル４０
により検出された座標は、コントロール回路１１０に伝送されて、所定の処理が実行され
る。
【００４２】
　タッチパネルとしては、例えば、感圧式、静電気式、光学式など、任意の方式のタッチ
パネルを使用できる。感圧式タッチパネルは、操作体によりパネルを押圧したときの圧力
の変化を検知する。静電気式タッチパネルは、パネルに対する操作体の接触に伴う静電気
による電気信号を検知する。光学式タッチパネルは、表示パネルの外枠に設けられた光学
センサにより、パネルに接触した操作体の位置や移動方向を検知する方式が一般的である
。また、他の方式の光学式センサとして、インセル型の光学式タッチパネルも存在する。
インセル型の光学式タッチパネルでは、表示パネルに光学式センサアレイが搭載されてお
り、この光学式センサアレイにより表示パネルに接触又は近接した操作体の位置や移動軌
跡を検知する。
【００４３】
　また、タッチパネル４０としては、操作体の接触を検知する接触式のタッチパネル（例
えば、上記感圧式、静電気式のタッチパネル）が一般的である。ユーザは、指やスタイラ
ス等でタッチパネル４０の面上を押圧（即ち、タップ）したり、当該押圧した指やスタイ
ラス等を移動させたりすることで、撮像装置１０に対して各種の操作を行うことができる
。
【００４４】
　なお、操作体がタッチパネルに直接接触しなくても、タッチパネルに近接している操作
体を認識可能な非接触式のタッチパネルも存在する。この非接触式のタッチパネルは、例
えば、上記光学式タッチパネルで実現できる。以下では、説明の便宜上、操作体（例えば
指）が接触した位置を検出する接触式のタッチパネル４０の例を挙げて説明するが、本発
明の位置検出部は、非接触式のタッチパネルや、その他の画面位置検出デバイスで構成す
ることも可能である。
【００４５】
　コントロール回路１１０は、撮像装置１０の各部を制御する制御部２３０（図４参照）
として機能する。コントロール回路１１０は、例えば、不図示のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒ
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ａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などから構成され
る。コントロール回路１１０におけるＲＯＭには、コントロール回路１１０の各種の制御
処理を実行させるためのプログラムが格納されている。ＣＰＵは、該プログラムに基づい
て動作して、ＲＡＭを用いながら、上記各制御のための必要な演算・制御処理を実行する
。当該プログラムは、撮像装置１０に内蔵された記憶装置（例えばＲＯＭ）に予め格納し
ておくことができる。また、当該プログラムは、リムーバブル記録媒体に格納されて、撮
像装置１０に提供されてもよいし、ＬＡＮ、インターネット等のネットワークを介して撮
像装置１０にダウンロードされてもよい。
【００４６】
　コントロール回路１１０の制御について以下に例示する。コントロール回路１１０は、
電源スイッチ３０Ａに対するユーザ操作に基づいて撮像装置１０の電源のオン、オフを行
う。
【００４７】
　また、コントロール回路１１０は、静止画撮像用ボタン３０Ｂに対するユーザ操作に基
づいて画像データ処理部１０２及び記録再生回路１０８に指令を与えることにより、画像
データ処理部１０２から供給される静止画データを、記録再生回路１０８を介して記録再
生機構１１２に供給することで、静止画データをディスク状記録媒体２に記録させる。こ
のように、静止画撮像用ボタン３０Ｂは、静止画を撮像及び記録するためのいわゆるシャ
ッタボタンとして機能する。
【００４８】
　また、コントロール回路１１０は、ズーム用スイッチ３０Ｃに対するユーザ操作に基づ
いてズーム駆動部１２０に指令を与えることにより、撮像光学系１４の可動レンズ（図示
せず。）を移動させて、撮像光学系１４のズーム率を変化させる。
【００４９】
　また、コントロール回路１１０は、モード切換用スイッチ３０Ｄの操作に基づいて画像
データ処理部１０２に指令を与えることにより、画像データ処理部１０２により動画デー
タを生成する動画撮像モードと、画像データ処理部１０２により静止画データを生成する
静止画撮像モードとを切り換える。なお、動画撮像モードでは、画像データ処理部１０２
で生成された動画データが記録再生回路１０８を介してディスク状記録媒体２またはメモ
リカード４に記録され、静止画撮像モードでは、画像データ処理部１０２で生成された静
止画データが記録再生回路１０８を介してディスク状記録媒体２またはメモリカード４に
記録される。なお、コントロール回路１１０は、上記２つの撮像モード以外にも、記録さ
れた画像を再生するための再生モードに切り替えることもできる。
【００５０】
　また、コントロール回路１１０は、動画撮像用ボタン３０Ｅに対する第１のユーザ操作
に基づいて、撮像装置１０による動画データの記録を開始／停止させる。すなわち、コン
トロール回路１１０は、動画撮像用ボタン３０Ｅに対するユーザ操作（録画開始指示）に
基づいて、画像データ処理部１０２及び記録再生回路１０８に指令を与えることにより、
画像データ処理部１０２から供給される動画データを、記録再生回路１０８を介して記録
再生機構１１２に供給することで、動画データをディスク状記録媒体２に記録させる動作
を開始（録画開始）させる。さらに、コントロール回路１１０は、動画撮像用ボタン３０
Ｅに対する第２のユーザ操作（録画終了指示）に基づいて、上記記録動作を停止（録画終
了）させる。このように、動画撮像用ボタン３０Ｅは、ユーザが撮像装置１０に対して動
画像の録画開始／終了を指示するための操作部材（録画開始／終了用操作部）として機能
する。なお、本実施形態に係る撮像装置１０では、録画開始用操作部と録画終了用操作部
を同一の操作部材（動画撮像用ボタン３０Ｅ）で構成しているが、両者を別の操作部材で
構成してもよい。
【００５１】
　また、コントロール回路１１０は、録画開始指示から録画終了指示までの録画期間中に
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、インデックス用ボタン３０Ｆに対するユーザ操作（インデックス指示）に基づいて、録
画される動画データに関するインデックス情報を生成し、そのインデックス情報を当該動
画データに関連づけて記録する。インデックス用ボタン３０Ｆは、ユーザによるインデッ
クス指示を入力するための操作部材（インデックス用操作部）として機能する。
【００５２】
　インデックス情報は、録画期間中にユーザにより指定された時点を示す時間情報である
。例えば、動画撮像中に、ユーザは、撮像中に盛り上がったシーン（例えば、野球のホー
ムランのシーン）や好みのシーン（例えば、子供の笑顔のシーン）で、インデックス用ボ
タン３０Ｆを押下する。これにより、録画される動画像の任意の時点にインデックス（し
おり）を付加して、撮像中にユーザが指定したシーンを特別なシーンとして識別可能にし
ておくことができる。このように動画像の撮像時に生成されるインデックス情報は、事後
的に動画像を再生したり編集したりするときのインデックスとして有用である。
【００５３】
　測位部１２２は、撮像装置１０の現在位置を測定して、動画像の撮像位置を表す撮像位
置情報を生成する機能を有する。測位部１２２は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏ
ｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）センサ、角速度センサ、加速度センサ、磁気センサ
などで構成される。測位部１２２は、かかる各種のセンサを用いて、動画像を撮像した時
の撮像装置の位置（緯度、経度等）や姿勢などを測定することによって、動画像を撮像し
たときの撮像位置を表す撮像位置情報を生成する。
【００５４】
　例えば、ＧＰＳセンサは、複数のＧＰＳ衛星からの電波を受信して、各ＧＰＳ衛星との
距離を割り出すことにより、撮像装置１０の現在位置（緯度、経度）を測定する。角速度
センサ、加速度センサは、撮像中に撮像装置１０が移動したときの角速度、加速度をそれ
ぞれ検出する。磁気センサは、当該撮像装置１０の周囲の磁場を検出することで、撮像装
置１０の向きを検出する。測位部１２２は、このように検出した撮像装置１０の現在位置
、角速度、加速度、地磁気の変動などの測定データを解析することによって、動画像を撮
像したときの撮像装置１０の位置（即ち、撮像位置）を求め、当該撮像位置を表す撮像位
置情報を生成する。
【００５５】
　コントロール回路１１０は、記録再生回路１０５等を制御することにより、上記測位部
１２２により生成された撮像位置情報を、その撮像位置で撮像された動画像のフレームに
関連づけて記録媒体に記録する。例えば、測位部１２２は、動画像の撮像中（録画期間中
）に所定の時間間隔（例えば数秒ごと、数分ごと）で撮像位置を測定し、当該撮像位置を
表す撮像位置情報を生成する。当該撮像位置情報は、例えば、動画像のフレーム位置情報
に関連づけられて、メモリ２４０（図４参照）に保存される。フレーム位置情報は、動画
像を構成する各フレームの位置を表す情報であり、例えば、撮像時刻、タイムコード、動
画像の先頭フレームからのフレーム数、又は、動画像の先頭からの時間などである。以下
の例では、動画像のフレーム位置情報として、撮像時刻を用いる例について説明するが、
撮像位置情報は、かかる例に限定されない。
【００５６】
　上記のように撮像位置情報とフレーム位置情報とを関連づけることで、撮像位置情報を
、その撮像位置で撮像された動画像のフレームに関連づけることができる。なお、撮像位
置情報は、録画される動画像のデータ内に埋め込まれてもよい。これによって、撮像位置
情報を、その撮像位置で撮像されたフレームに直接的に関連づけることができる。
【００５７】
　また、コントロール回路１１０は、上記記録再生機構１１２、記録再生回路１０８、ド
ライブ回路１１４等を制御することにより、録画期間に撮像された動画像から複数のサム
ネイル画像を生成し、例えば、動画像の録画直後（即ち、録画終了指示の直後）や、ユー
ザにより指定されたタイミングで、地図画面を表示パネル２０に表示させる。この地図画
面は、録画された動画像の内容と撮像位置を確認するための録画確認画面（Ｒｅｃ＿Ｒｅ
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ｖｉｅｗ画面）として機能するが、その詳細説明は後述する。
【００５８】
　［２．撮像装置の機能構成］
　次に、図４を参照して、本実施形態に係る撮像装置１０の機能構成について説明する。
図４は、本実施形態に係る撮像装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【００５９】
　図４に示すように、撮像装置１０は、撮像部２００と、画像処理部２１０と、記録再生
部２２０と、制御部２３０と、表示パネル２０と、各種の操作部３０Ａ～３０Ｆと、別の
操作部であるタッチパネル４０と、測位部１２２とを備える。制御部２３０は、撮像制御
部２３２と、サムネイル生成部２３４と、地図画面生成部２３６と、表示制御部２３８と
、記憶部であるメモリ２４０と、インデックス情報生成部２４４と、機能制御部２４６と
を備える。以下、撮像装置１０の各機能部について説明する。
【００６０】
　撮像部２００は、例えば図３に示した撮像光学系１４、レンズ鏡筒１６、撮像素子１８
と、ズーム駆動部１２０等の駆動回路からなる。撮像部２００は、撮像制御部２３２によ
る制御に従って、撮像素子１８により被写体の光学像を撮像し、当該撮像により得られた
画像を表す撮像信号を出力する。
【００６１】
　画像処理部２１０は、例えば図３に示した映像信号用増幅回路１００及び画像データ処
理部１０２等からなる。画像処理部２１０は、撮像制御部２３２による制御に従って、撮
像信号に対して所定の信号処理を施すことにより、複数枚の画像データからなる動画像を
生成する。動画像は、所定の時間間隔（例えば１／６０秒）で連続的に生成される動画フ
レームからなる。
【００６２】
　記録再生部２２０は、例えば図３に示した記録再生回路１０８及び記録再生機構１１２
からなり、ディスク状記録媒体２に対して各種データを記録したり、ディスク状記録媒体
２から各種データを再生したりする。例えば、記録再生部２２０は、撮像制御部２３２に
よる制御に従って、画像処理部２１０から入力された動画像をディスク状記録媒体２に記
録し、また、ディスク状記録媒体２に記録された動画像を再生する。さらに、記録再生部
２２０は、後述するサムネイル生成部２３４により生成されたサムネイル画像をディスク
状記録媒体２に記録し、また、ディスク状記録媒体２に記録されたサムネイル画像を再生
する。
【００６３】
　制御部２３０は、例えば図３に示したコントロール回路１１０からなり、撮像装置１０
の各部を制御する。コントロール回路１１０のプロセッサが、以下に説明する各機能を実
現するためのコンピュータプログラムを実行することにより、図４に示す各機能部が実現
される。
【００６４】
　撮像制御部２３２は、撮像装置１０の撮像動作を制御する。即ち、撮像制御部２３２は
、各種操作部３０Ａ～３０Ｅに対するユーザ操作に応じて、上記のように撮像部２００、
画像処理部２１０、記録再生部２２０を制御して、動画又は静止画の撮像処理や、記録／
再生処理を実行させる。例えば、ユーザが動画撮像用ボタン３０Ｅを押下して、録画開始
指示を入力すると、撮像制御部２３２は、記録再生部２２０を制御して、撮像部２００及
び画像処理部２１０により生成された動画像を、ディスク状記録媒体２に記録開始する（
録画開始動作）。一方、ユーザが動画撮像用ボタン３０Ｅをもう一度押下して、録画終了
指示を入力すると、撮像制御部２３２は、記録再生部２２０を制御して、当該動画像の記
録を終了する（録画終了動作）。
【００６５】
　なお、撮像制御部２３２は、モード切換用スイッチ３０Ｄに対するユーザ操作に基づい
て、撮像装置１０の動作モードを、動画撮像モード、静止画撮像モード又は再生モード等
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に切り替えることができる。動画撮像モード及び静止画撮像モードでは、撮像部２００に
よる撮像処理と、画像処理部２１０による画像処理は継続的に行われており、これらの処
理により得られた撮像中の動画像は、表示パネル２０にライブビュー画像として表示され
る。ユーザは、このライブビュー画像を見ながら、被写体の構図やシャッターチャンスを
判断して、動画又は静止画の記録指示を撮像装置１０に入力する。動画撮像モードでは、
上記動画撮像用ボタン３０Ｅによる録画開始指示から録画終了指示までの録画期間に撮像
及び画像処理された動画像のデータが、ディスク状記録媒体２に記録される。静止画撮像
モードでは、ユーザが静止画撮像用ボタン３０Ｂ（いわゆるシャッタボタン）を押下した
レリーズ指示に応じて、当該レリーズ指示のタイミングで撮像及び画像処理された静止画
のデータがディスク状記録媒体２に記録される。
【００６６】
　サムネイル生成部２３４は、撮像された動画像から複数のサムネイル画像を生成する。
例えば、サムネイル生成部２３４は、ユーザによる録画開始指示から録画終了指示までの
録画期間に記録される動画像を複数の区間に時分割し、当該動画像の各区間を代表するサ
ムネイル画像をそれぞれ生成する。サムネイル画像は、録画期間に録画された動画像から
抽出された静止画像である。区間は、所定の時間長を有する動画像を時分割することによ
り設定される画像区間である。動画像を時分割した複数の区間をそれぞれ代表する複数の
サムネイル画像は、後述する地図画面に表示される。
【００６７】
　詳細には、サムネイル生成部２３４は、動画像を時分割した各区間からそれぞれ１つの
フレームの画像を抽出することによって、動画像の各区間のサムネイル画像を生成する。
例えば、録画時間が１０分である動画像を１０個の区間に均等に分割した場合には、個々
の区間の時間長は１分となり、１０枚のサムネイル画像が生成される。サムネイル生成部
２３４は、全ての動画像を常に所定数（固定数）の区間に時分割し、当該所定数のサムネ
イル画像を生成してもよいし、或いは、区間の時間長を固定とし、動画像ごとに区間数を
変化させて、任意の数のサムネイル画像を生成してもよい。
【００６８】
　ここで、サムネイル生成部２３４が複数のサムネイル画像を生成するタイミングについ
て説明する。サムネイル画像の生成は、動画像の録画期間中（動画撮像中）に行われても
よいし、或いは、録画後に行われてもよい。
【００６９】
　録画期間中にサムネイル画像を生成する場合には、サムネイル生成部２３４は、画像処
理部２１０から出力される動画像から、所定に時間間隔でフレームを抽出することで、サ
ムネイル画像を生成する。そしてサムネイル生成部２３４は、そのサムネイル画像と、そ
のサムネイル画像のフレーム位置情報（例えば、動画像の先頭からのフレーム数又は時間
、タイムコード、又は、撮像時刻など）とを、記録再生部２２０を介して記録媒体２や不
図示のメモリ等に記録しておく。このとき、サムネイル画像とフレーム位置情報は、例え
ば、データベースファイル（ＡＶｉｎｄｅｘファイル等）として保存されてもよい。
【００７０】
　一方、録画後にサムネイル画像を生成する場合には、サムネイル生成部２３４は、記録
媒体２に記録された動画像を読み出し、その動画像を所定の時間間隔で複数の区間に時分
割し、各区間内の任意の時点（例えば先頭、末尾、中央など）の画像をそれぞれデコード
して、複数のサムネイル画像を生成し、不図示のメモリ等に保存する。また、サムネイル
生成部２３４は、記録媒体２に記録されている動画像から、後述する地図画面で指定され
た撮像位置に対応するサムネイル画像を生成することもできる。
【００７１】
　地図画面生成部２３６は、地図データベース２３７と、測位部１２２により生成された
撮像位置情報に基づいて、動画像を撮像したときの撮像位置の軌跡を表す地図画面を生成
する。地図画面は、記録媒体２、４に記録された１又は２以上の動画像を撮像したときの
撮像位置の軌跡を表す軌跡線を地図中にマッピングした画面である。地図データベース２



(14) JP 2011-9846 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

３７は、地図画面内に表示される地図情報を保持するデータベースである。地図データベ
ース２３７は、国内外の各地の地図情報を多様な縮尺で保持している。
【００７２】
　測位部１２２は、上記のようにＧＰＳセンサ等で構成され、動画像の撮像中に撮像装置
１０の現在位置（即ち、撮像位置）を測定し、測定した撮像位置を表す撮像位置情報を生
成する。例えば、ユーザが撮像装置１０を移動させて撮像位置を変えながら、１回の連続
した撮像動作により動画像を撮像しているときに、測位部１２２は、所定の時間間隔（例
えば、数秒、数分ごと）で複数の撮像位置（例えば緯度・経度）を測定し、これらの撮像
位置を表す撮像位置情報を生成する。
【００７３】
　そして、制御部２３０は、測位部１２２により生成された撮像位置情報を、撮像中の動
画像のフレームと関連づけて、メモリ２４０に記録する。例えば、撮像位置情報は、録画
中の動画像のフレーム位置情報と関連づけられて、メモリ２４０内の撮像位置テーブル２
４２に保存される。
【００７４】
　図５は、撮像位置テーブル２４２の具体例を示す。図５に示すように、撮像位置テーブ
ル２４２は、１回の連続した撮像動作により撮像された動画像に関し、その撮像中に所定
の時間間隔で測定された複数の撮像位置（例えば、緯度Ｘ、軽度Ｙ）と、その撮像位置で
撮像を行った撮像時刻とを関連づけて保持する。撮像時刻は、上記フレーム位置情報に相
当し、その撮像時刻で撮像された動画像のフレームを特定することができる。図５の例で
は、撮像位置が１分ごとに撮像時刻に関連づけられているので、撮像装置１０による撮像
時に撮像位置が１分ごとに測定されたことが分かる。このように撮像位置を撮像時刻に関
連づけることにより、撮像位置を、その撮像位置で撮像された動画像のフレームに関連づ
けることができる。
【００７５】
　なお、ここでは、撮像位置情報が撮像位置テーブル２４２に保存される例を説明したが
、可かかる例に限定されない。例えば、撮像位置情報は、撮像位置テーブル２４２以外に
も、動画像のファイルとは別の任意のデータベースファイル（例えばＡＶｉｎｄｅｘ）に
記録されてもよい。また、撮像位置情報は、記録媒体２に記録される動画像のファイル内
に埋め込まれてもよく、これによって、撮像位置を動画像のフレームに直接的に関連づけ
ることができる。
【００７６】
　地図画面生成部２３６は、メモリ２４０の撮像位置テーブル２４２から上記撮像位置情
報を読み出し、当該撮像位置情報に基づいて、撮像位置の軌跡線を地図上に描画すること
で、地図画面３００（図６参照）を生成する。この地図画面３００は、動画像を撮像した
ときの撮像位置の軌跡と、各撮像位置で撮像されたサムネイル画像をユーザに提示するた
めのレビュー機能と、当該動画像に対して所定機能（再生、削除、レーティング等）を実
行するため画像操作機能とを兼ね備えているが、詳細は後述する。かかる地図画面３００
は、表示制御部２３８によって、動画像の録画終了直後やユーザ指定時などのタイミング
で、表示パネル２０に表示される。
【００７７】
　表示制御部２３８は、表示パネル２０を制御して、各種の画像やデータを表示させる。
例えば、表示制御部２３８は、地図画面生成部２３６により生成された地図画面３００を
表示パネル２０に表示させる（図６参照）。さらに、表示パネル２０に表示された地図画
面３００の軌跡線３０２が操作体によりなぞられると、タッチパネル４０は、当該なぞら
れた軌跡線３０２上のポイント３０８を順次検出する。そして、表示制御部２３８は、メ
モリ２４０内の撮像位置テーブル２４２に基づいて、当該タッチパネル４０により検出さ
れた軌跡線３０２上の複数のポイント３０８に対応する複数の撮像位置を特定し、当該各
撮像位置で撮像された動画像のフレームを、サムネイル画像３１０として、地図画面３０
０上に順次表示させる（図８、図９参照）。かかる地図画面３００上でのサムネイル画像
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の表示処理の詳細については後述する。
【００７８】
　インデックス情報生成部２４４は、録画期間中に、ユーザがインデックス用ボタン３０
Ｆを用いてインデックス指示を入力した時点を表すインデックス情報を生成し、当該イン
デックス情報を、録画される動画像に関連づけて保存する。上記のようにインデックス情
報は、録画期間中にユーザによりインデックス指示が入力された時点（即ち、インデック
ス用ボタン３０Ｆが押下された時点）を示す時間情報である。インデックス情報は、動画
像中の盛り上がったシーンや好みのシーンに付加されるインデックスとして機能する。
【００７９】
　動画像の撮像中（録画期間中）にユーザがインデックス用ボタン３０Ｆを押下して、イ
ンデックス指示を入力する。このインデックス指示を入力に応じて、インデックス情報生
成部２４４は、該インデックス指示が入力された時点を示す時間情報（例えば、撮像時刻
、又は、動画像の先頭からの時間、タイムコードなど）を含むインデックス情報を生成す
る。そして、インデックス情報生成部２４４は、生成したインデックス情報を、当該動画
像に関連づけてメモリ２４０に保存する。このように、インデックス情報を生成すること
で、録画される動画像に対して、ユーザ所望のシーンを表すインデックスを付加できる。
【００８０】
　上記地図画面生成部２３６は、撮像中にインデックスが付加された時点での撮像位置を
表すインデックスマーク３０６（図７参照）を、地図画面３００の軌跡線３０２上に描画
してもよい（図７参照）。これにより、地図画面３００を見たユーザは、撮像位置の軌跡
の中で、インデックスが付加された位置を把握できる。
【００８１】
　機能制御部２４６は、録画された動画像の地図画面３００の表示中に、タッチパネル４
０に対するユーザ操作に基づいて、当該動画像の一部又は全部に対して、所定機能を実行
する。所定機能は、動画像の画像データに対して実行可能な任意の機能であり、例えば、
動画像の少なくとも一部の区間の削除、再生、評価値の付与（即ち、レーティング）又は
プレイリストの作成などの機能である。機能制御部２４６は、これらの所定機能を、録画
された１つの動画像の全部に対して行ってもよいし、或いは、当該動画像の一部の区間に
対してのみ行ってもよい。
【００８２】
　詳細には、地図画面３００の表示中に、ユーザがタッチパネル４０を用いて地図画面３
００内の軌跡線３０２に対して所定の操作を行って、当該軌跡線３０２上の区間３１６を
指定し、さらに、地図画面３００内の機能アイコン３２０を指定する（図１２～図１４差
参照）。すると、機能制御部２４６は、ユーザにより指定された軌跡線３０２上の区間３
１６に対応する撮像位置の区間を求め、さらに、メモリ２４０に保存されている撮像位置
情報に基づいて、当該撮像位置の区間で撮像された動画像の区間（動画像を構成するフレ
ームの範囲）を求める。そして、機能制御部２４６は、当該動画像の区間に対して、ユー
ザにより指定された機能アイコン３２０に対応する所定機能を行う。
【００８３】
　例えば、ユーザが、タッチパネル４０を用いて、地図画面３００の軌跡線３０２上の任
意の区間と、削除アイコン３２０Ｄを指定した場合、機能制御部２４６は、指定された軌
跡線の区間に対応する動画像の区間に対して、削除アイコン３２０Ｄに対応する機能（即
ち、削除機能）を実行する。即ち、機能制御部２４６は、動画像の当該区間のデータを記
録媒体２から部分的に削除する。このようにして、ユーザがタッチパネル４０を用いて、
地図画面３００内で所望の撮像位置の範囲と機能アイコン３２０を指定することで、撮像
装置１０は、動画像の区間に対して、削除、レーティング、再生、プレイリスト作成等の
所定機能を実行する。
【００８４】
　［３．地図画面の表示例］
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る地図画面３００の表示例について説明する。
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図６は、本実施形態に係る地図画面３００の表示例を示す図である。
【００８５】
　図６に示すように、地図画面３００は、動画像を撮像したときの撮像位置の軌跡を表す
軌跡線３０２を地図３０４上に描画した画面である。例えば、図６の地図画面３００では
、公園や東京タワー、鉄道駅、東京湾等を含む地域の地図３０４が表示されている。この
地図３０４内に、１本の軌跡線３０２が表示されており、この軌跡線３０２は、ユーザが
撮像装置１０を用いて当該地域の動画像を連続的に撮像したときの移動軌跡を表す。軌跡
線３０２は、公園、東京タワー、鉄道駅、東京湾、池等の地点を通っており、ユーザが、
これらの地点を順に移動しながら、１つの動画像を連続撮像したことが分かる。
【００８６】
　ここで、地図画面３００内の１本の軌跡線３０２は、１回の連続した撮像動作により連
続撮像された１つの動画像（クリップとも称する。）に関する撮像位置の軌跡を表してい
る。図６の例の地図画面３００では、当該１つの動画像に対応する１本の軌跡線３０２の
みが表示されている。しかし、１つの地図画面３００内に、複数の動画像にそれぞれ対応
する複数本の軌跡線３０２を表示してもよい。
【００８７】
　かかる地図画面３００は、動画像に関連づけられた撮像位置情報に基づいて生成される
。上述したように、撮像位置情報は、撮像装置１０による動画像の撮像時に所定の時間間
隔で測定された複数の撮像位置を表す。この撮像位置情報は、撮像装置１０のメモリ２４
０に、動画像のフレーム位置情報に関連づけて記録されている。撮像装置１０は、当該撮
像位置情報が表す複数の撮像位置を地図３０４上にプロットし、そのプロットした点を結
んで軌跡線３０２を描画する。
【００８８】
　さらに、地図画面３００は、上記のように軌跡線３０２が描画された地図３０４に加え
、ＧＵＩ部品である複数の機能アイコン３２０を含む。機能アイコン３２０は、動画像に
対して所定の機能（削除、再生、レーティング、プレイリスト作成など）を行うために用
いられる。機能アイコン３２０としては、例えば、再生アイコン３２０Ａ、プレイリスト
アイコン３２０Ｂ、レーティングアイコン３２０Ｃ、削除アイコン３２０Ｄがあるが、こ
れらの説明は後述する。
【００８９】
　このような地図３０４上に軌跡線３０２が描かれた地図画面３００は、動画像の録画終
了直後や、ユーザによる表示指示があったときに、撮像装置１０の表示パネル２０に表示
される。かかる地図画面３００を表示することで、ユーザは、動画像を撮像したときの撮
像位置の軌跡を容易かつ的確に把握することができるので、動画像を撮像したときの撮像
状況や被写体を空間的に把握できる。
【００９０】
　また、図７は、地図画面３００の変更例を示す。図７に示す地図画面３００では、軌跡
線３０２上に複数のインデックスマーク３０６が表示されている。このインデックスマー
ク３０６は、動画像の撮像時にユーザによりインデックスが付加された時点における撮像
位置を示している。上記のように、ユーザは、動画像の撮像中に盛り上がったシーンや好
みのシーンで、インデックス用ボタン３０Ｆを押下することで、動画像に対してインデッ
クスを付加することができる。かかるインデックスは、特に長時間の動画像の内容を確認
又は編集するときに有用である。
【００９１】
　図７に示すように、上記インデックスが付加されたときの撮像位置を表すインデックス
マーク３０６を、地図画面３００の軌跡線３０２上に表示することで、ユーザは、動画像
の撮像位置のうち、インデックスが付加された撮像位置を把握でき、盛り上がったシーン
や好みのシーンの位置を確認できる。また、後述する地図画面３００を利用した動画像の
編集時には（図１２～図１６参照）、ユーザは、インデックスマーク３０６を目安にして
、上記動画像を編集する区間を指定できる。例えば、インデックスが付加されている盛り
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上がりシーン等を削除しないように、動画像を部分的に削除できる。
【００９２】
　［４．地図画面におけるサムネイル画像の表示例］
　次に、図８を参照して、地図画面３００上に表示される動画像のサムネイル画像３１０
について説明する。図８は、本実施形態に係る地図画面３００において、ユーザが指で軌
跡線３０２上のポイントを指定したときの表示例である。
【００９３】
　図８に示すように、地図画面３００の表示中に、ユーザが操作体（例えば指）により軌
跡線３０２上の任意のポイント３０８Ａを指定する。すると、タッチパネル４０は、ユー
ザに指定されたポイント３０８Ａを検出し、表示制御部２３８は、そのポイント３０８Ａ
に対応する撮像位置で撮像されたサムネイル画像３１０Ａを、地図画面３００上のポイン
ト３０８Ａの近傍に表示さする。図８の例では、軌跡線３０２上の東京タワーの近傍のポ
イント３０８Ａが指定されたときに、東京タワーのサムネイル画像３１０Ａがポップアッ
プ表示されている。この東京タワーのサムネイル画像３１０Ａは、ユーザにより指定され
たポイント３０８Ａに対応する撮像位置で撮像された動画像のサムネイル画像３１０であ
る。
【００９４】
　ここで、軌跡線３０２上のポイント３０８Ａが指定されたときに、指定されたポイント
３０８Ａに対応するサムネイル画像３１０Ａを地図画面３００上に表示する方法について
、具体的に説明する。
【００９５】
　軌跡線３０２上のポイント３０８は動画像の撮像位置に対応しており、かつ、動画像の
撮像位置と、その撮像位置で撮像された動画像のフレーム位置は、例えば撮像位置テーブ
ル２４２で関連づけられている。そこで、表示制御部２３８は、指定されたポイント３０
８Ａに対応する撮像位置を求め、その撮像位置に関連づけられたフレーム位置（例えば、
撮像時刻、タイムコード等）を求め、さらに、当該フレーム位置で特定される動画像のフ
レームを、指定されたポイント３０８Ａに対応するサムネイル画像３１０Ａとして抽出す
る
【００９６】
　ところが、上述したように、動画像の撮像時には、測位部１２２は、常時、撮像位置を
測定しているのではなく、所定の時間間隔で撮像位置を測定している。このため、動画像
の一部のフレームに対してのみ撮像位置情報が関連づけられることとなり、動画像の全て
のフレームに対して撮像位置情報が関連づけられるわけではない。従って、指定されたポ
イント３０８Ａに対して撮像位置情報が付加されていない場合には、そのポイント３０８
Ａに厳密に対応するフレームを特定できないこともある。そこで、表示制御部２３８は、
指定されたポイント３０８Ａに対応するサムネイル画像３１０Ａを得るために、例えば、
次の第１、第２の方法を利用してもよい。
【００９７】
　第１の方法では、表示制御部２３８は、動画像の撮像中に測定された複数の撮像位置の
中から、指定されたポイント３０８Ａに最も近い撮像位置を選択する。そして、当該最も
近い撮像位置に関連づけられたフレームを、ポイント３０８Ａに対応するサムネイル画像
３１０Ａとして抽出して、地図画面３００上に表示する。この第２の方法は、撮像位置の
測定間隔が密である場合に有効である。
【００９８】
　一方、撮像位置の測定間隔が粗である場合、即ち、撮像位置情報が付加されたポイント
が少ない場合には、第２の方法を利用してもよい。この第２の方法では、表示制御部２３
８は、撮像位置情報が付加された２点のポイントのフレーム位置情報（例えば撮像時刻）
を用いて、指定されたポイント３０８Ａのフレーム位置情報を補完する。例えば、撮像位
置情報が付加されたポイントＡ、Ｂの撮像時刻Ｔａ、Ｔｂと、ポイントＡ、Ｂとポイント
３０８Ａ間の距離Ｌａ、Ｌｂを用いれば、ポイント３０８Ａの撮像時刻Ｔｘを補完するこ
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とができる。そして、表示制御部２３８は、補完されたフレーム位置で特定されるフレー
ムを、ポイント３０８Ａに対応するサムネイル画像３１０として抽出して、地図画面３０
０上に表示する。
【００９９】
　以上のような方法を用いれば、ユーザにより指定された任意のポイント３０８Ａに対応
するサムネイル画像３１０を取得して、地図画面３００上に表示することができる。これ
により、ユーザは、地図画面３００において軌跡線３０２上のポイント３０８Ａを指定す
ることで、そのポイント３０８Ａに対応する撮像位置で撮像されたサムネイル画像３１０
Ａを表示させることができる。このサムネイル画像３１０を見ることで、動画像のサムネ
イル画像３１０Ａを撮像位置と関連づけて把握できる。
【０１００】
　［５．軌跡線がなぞられたときのサムネイル画像の表示例］
　次に、図９を参照して、地図画面３００上に、各撮像位置のサムネイル画像３１０を連
続的に表示する例について説明する。図９は、本実施形態に係る地図画面３００において
、ユーザが指で軌跡線３０２をなぞったときの表示例である。
【０１０１】
　図９に示すように、ユーザが地図画面３００上の軌跡線３０２を操作体（例えば指）で
なぞると、なぞられた軌跡線３０２上のポイント３０８Ａ、３０８Ｂ、３０８Ｃに対応す
る複数のサムネイル画像３１０Ａ、３１０Ｂ、３１０Ｃが、地図画面３００上の軌跡線３
０２に沿って順次表示される。このとき、複数のサムネイル画像３１０Ａ、３１０Ｂ、３
１０Ｃが同時に表示されるのではなく、ユーザにより現在なぞられている軌跡線３０２上
のポイント３０８（即ち、ユーザの指先で現在指定されている軌跡線３０２の位置）に対
応するサムネイル画像３１０が１つだけ表示される。ユーザの指の位置が移動すれば、元
のポイント３０８Ａ、３０８Ｂのサムネイル画像３１０Ｂ、３１０Ｃは消去され、新たな
ポイント３０８Ｃのサムネイル画像３１０Ｃが表示される。
【０１０２】
　このようなサムネイル画像３１０の表示処理について詳細に説明する。ユーザにより地
図画面３００上の軌跡線３０２がなぞられると、タッチパネル４０は、なぞられた軌跡線
３０２上の複数のポイント３０８Ａ、３０８Ｂ、３０８Ｃの座標位置を順次検出する。す
ると、表示制御部２３８は、タッチパネル４０により検出された複数のポイント３０８Ａ
、３０８Ｂ、３０８Ｃの座標位置にそれぞれ対応する複数の撮像位置を求める。さらに、
表示制御部２３８は、上記図８の例と同様にして、撮像位置テーブル２４２に基づいて、
当該複数の撮像位置にそれぞれ対応する動画像の複数のフレームを、複数のサムネイル画
像３１０Ａ、３１０Ｂ、３１０Ｃとして抽出して、地図画面３００上に順次表示させる。
【０１０３】
　このとき、表示制御部２３８は、記録媒体２に記録されている動画像の該当フレームを
順次デコード及びリサイズしながら、サムネイル画像３１０を表示してもよい。或いは、
サムネイル生成部２３４により、動画像を代表する複数のサムネイル画像３１０を予め生
成して、メモリ２４０等の記録媒体に保持しておき、当該記録媒体内のサムネイル画像３
１０の中から、なぞられた軌跡線３０２上のポイント３０８に対応するサムネイル画像３
１０を順次選択して表示してもよい。
【０１０４】
　以上のように、地図画面３００上で軌跡線３０２がなぞられたときに、なぞられた軌跡
線３０２のポイント３０８Ａ～Ｃに対応するサムネイル画像３１０Ａ～Ｃが、軌跡線３０
２に沿って順次表示される。これにより、ユーザは、地図画面３００を見ながら所望する
区間の軌跡線３０２をなぞることで、その区間で撮像された動画像のサムネイル画像３１
０を順次見ることができる。従って、撮像軌跡を確認しながら、その撮像軌跡に対応する
区間の動画像の内容の遷移を、容易かつ適切に把握できる。
【０１０５】
　［６．地図画面の拡大／縮小表示］
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　次に、図１０及び図１１を参照して、地図画面３００に対する所定操作（ピンチイン／
ピンチアウト操作）によって、地図画面３００上の地図３０４を縮小／拡大表示する例に
ついて説明する。図１０は、地図画面３００に対するピンチアウト操作を示し、図１１は
、ピンチアウト操作により拡大表示された地図画面３００を示す。
【０１０６】
　図１０に示すように、ピンチアウト操作を行う場合、ユーザは２本の指で地図画面３０
０上の任意の位置をタップしたまま、双方の指を左右に引き離すように移動させる。タッ
チパネル４０は、地図画面３００上の位置だけでなく、指等の操作体の移動軌跡も検出で
きるので、図１０のようなピンチアウト操作も検出可能である。
【０１０７】
　このようなピンチアウト操作がタッチパネル４０により検出されると、表示制御部２３
８は、その操作量に応じて、地図画面３００に表示される地図３０４の縮尺を変更し、図
１１に示すように、ピンチアウト操作された箇所を中心として地図３０４を拡大表示する
。例えば、図１１の地図３０４の縮尺は、図１０の地図３０４の縮尺の２倍である。また
、図示はないが、ユーザが地図画面３００に対してピンチイン操作を行うと、表示制御部
２３８は、その操作量に応じて、ピンチイン操作された箇所を中心として地図３０４を縮
小表示する。
【０１０８】
　このようなピンチイン／ピンチアウト操作により、ユーザは、地図画面３００に表示さ
れる地図３０４の縮尺を自由に調節できる。例えば、ユーザが地図画面３００内の一部の
箇所を詳細に見たい場合には、ピンチアウト操作を行って、その箇所を拡大表示させれば
よい。これにより、その箇所の周辺の撮像環境や軌跡線３０２の配置を小差に確認できる
。
【０１０９】
　さらに、表示制御部２３８は、地図画面３００に表示される地図３０４の縮尺に応じて
、軌跡線３０２がなぞられたときにサムネイル画像３１０が表示されるポイント３０８の
間隔を変更する。例えば、上記ピンチアウト操作により地図３０４の縮尺が拡大された場
合、サムネイル画像３１０が表示されるポイント３０８の間隔が狭くなる（図１１参照）
。一方、上記ピンチイン操作により地図３０４の縮尺が縮小された場合、サムネイル画像
３１０が表示されるポイント３０８の間隔を広くする（図９参照）。
【０１１０】
　この具体例について図９と図１１の地図画面３００の例を用いて説明する。図９の地図
画面３００では、ユーザが軌跡線３０２上をポイント３０８Ｂからポイント３０８Ｃまで
なぞった場合、ポイント３０８Ｂでサムネイル画像３１０Ｂが表示され、ポイント３０８
Ｃでサムネイル画像３１０Ｃが表示される。しかし、ポイント３０８Ｂとポイント３０８
Ｃの間の区間では、サムネイル画像３１０は表示されない。従って、サムネイル画像３１
０が表示されるポイント３０８の間隔は、ポイントＢとポイントＣの間の距離（例えば１
００ｍ）である。
【０１１１】
　一方、図１１の地図画面３００は、図９の地図画面３００と比較して、２倍の縮尺であ
る。この図１１の例では、ユーザが軌跡線３０２上をポイント３０８Ｂからポイント３０
８Ｃまでなぞった場合、ポイント３０８Ｂ及びポイント３０８Ｃのみならず、ポイント３
０８Ｂとポイント３０８Ｃの中間のポイント３０８Ｄでも、サムネイル画像３１０Ｄが表
示される。従って、サムネイル画像３１０が表示されるポイント３０８の間隔は、ポイン
ト３０８Ｂとポイント３０８Ｄの間の距離（例えば５０ｍ）である。
【０１１２】
　以上のように図９の地図画面３００よりも、図１１の地図画面３００の方が、サムネイ
ル画像３１０が表示されるポイント３０８の間隔が狭い。従って、図１１の拡大された地
図画面３００では、所定範囲の軌跡線３０２がなぞられたときに表示されるサムネイル画
像３１０の個数が多くなる。即ち、サムネイル画像３１０の表示間隔が密になる。よって
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、ユーザは、図１１の拡大された地図画面３００の軌跡線３０２をなぞることで、所望の
狭い範囲で撮像された動画像の内容を詳細に確認することができる。一方、図９の縮小さ
れた地図画面３００では、上記所定範囲の軌跡線３０２がなぞられたときに表示されるサ
ムネイル画像３１０の個数が少なくとなる。即ち、サムネイル画像３１０の表示間隔が粗
になる。よって、ユーザは、図１１の縮小された地図画面３００の軌跡線３０２をなぞる
ことで、広い範囲で撮像された動画像全体の内容の遷移を概略的に把握することができる
。
【０１１３】
　［７．地図画面を用いた動画像の編集］
　次に、地図画面３００を利用した動画像の編集について説明する。上記のように地図画
面３００は、（ａ）動画像の内容を確認するためのレビュー機能と、（ｂ）動画像の少な
くとも一部に対して所定機能を実行するため画像操作機能とを兼ね備えている。（ｂ）画
像操作機能は、地図画面３００内に表示される機能アイコン３２０により実現される。以
下に、地図画面３００の画像操作機能について詳述する。
【０１１４】
　図６～図１１に示したように、地図画面３００内には、上記軌跡線３０２が描画された
地図３０４に加え、複数の機能アイコン３２０が表示される。機能アイコン３２０は、録
画された動画像に対して所定機能（削除、レーティング、再生、プレイリスト作成等）を
実行するための契機となるＧＵＩ部品である。図６等の例では、地図画面３００の下部に
、４つの機能アイコン３２０として、再生アイコン３２０Ａ、プレイリストアイコン３２
０Ｂ、レーティングアイコン３２０Ｃ、削除アイコン３２０Ｄが表示されている。
【０１１５】
　再生アイコン３２０Ａは、記録媒体２に記録された動画像の少なくとも一部の区間を再
生する機能（再生機能）を実行するための機能アイコンである。プレイリストアイコン３
２０Ｂは、動画像の少なくとも一部の区間を用いてプレイリストを作成する機能を実行す
るための機能アイコンである。レーティングアイコン３２０Ｃは、記録媒体２に記録され
た動画像の少なくとも一部の区間に対して評価値（例えば５段階評価値）を付与する機能
（レーティング機能）を実行するための機能アイコンである。削除アイコン３２０Ｄは、
記録媒体２に記録された動画像の少なくとも一部の区間を削除する機能（削除機能）を実
行するための機能アイコンである。
【０１１６】
　ユーザは、地図画面３００上で機能アイコン３２０を指定することで、記録媒体２に記
録された動画像に対して、当該選択した機能アイコン３２０に対応する機能を実行させる
ことができる。上述したように、撮像装置１０の表示パネル２０上にはタッチパネル４０
が設けられており、タッチパネル４０は、ユーザにより指定された表示画面上の位置（画
面位置）を検出する。かかるタッチパネル４０により、表示パネル２０に対するユーザ操
作、例えば、ユーザによる軌跡線３０２の区間の指定操作や機能アイコン３２０の指定操
作などを検出できる。
【０１１７】
　地図画面３００の表示中には、撮像装置１０は、タッチパネル４０により、ユーザによ
る機能アイコン３２０の指定操作の有無を検出している。この結果、地図画面３００の表
示中にタッチパネル４０により検出された地図画面３００上の位置が、いずれかの機能ア
イコン３２０の表示位置に対応する場合には、ユーザが、当該機能アイコン３２０を選択
したといえる。この場合、撮像装置１０は、当該機能アイコン３２０に対応する機能の実
行指示が入力されたと判断し、動画像の少なくとも一部の区間に対して、当該選択された
機能アイコン３２０に対応する機能を実行する。
【０１１８】
　例えば、地図画面３００の表示中に、ユーザが再生アイコン３２０Ａにタップすると、
撮像装置１０は、地図画面３００に対応する動画像を例えば先頭から再生して、表示パネ
ル２０に表示する。また、ユーザが地図画面３００内の軌跡線３０２上の任意のポイント
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３０８を指定してから、再生アイコン３２０Ａにタップすると、撮像装置１０は、指定さ
れたポイント３０８に対応するフレーム位置から、動画像を再生開始するようにしてもよ
い。
【０１１９】
　また、地図画面３００の表示中に、ユーザがプレイリストアイコン３２０Ｂにタップす
ると、撮像装置１０は、地図画面３００に対応する動画像を含むプレイリストを作成する
。プレイリストは、ユーザが選択した１又は２以上の動画像を再生するためのリストであ
る。撮像装置１０は、プレイリストアイコン３２０Ｂがタップされた後、所定のユーザ操
作に応じて、地図画面３００に対応する動画像を含む新規のプレイリストを作成してもよ
いし、当該動画像を既存のプレイリストに追加してもよい。
【０１２０】
　また、地図画面３００の表示中に、ユーザがレーティングアイコン３２０Ｃにタップす
ると、撮像装置１０は、記録媒体２に記録された動画像に対して、ユーザにより指定され
た評価値を付与する。例えば、ユーザによりレーティングアイコン３２０Ｃがタップされ
ると、撮像装置１０は、評価値を入力するための画面（図示せず。）を表示し、その入力
画面内で指定された評価値を動画像に付与するようにしてもよい。入力された評価値の情
報は、動画像に関連づけてメモリ等に保存される。評価値は、例えばレベル１～レベル５
までの多段階で付与することが可能である。
【０１２１】
　また、地図画面３００の表示中に、ユーザが削除アイコン３２０Ｄにタップすると、撮
像装置１０は、地図画面３００に対応する動画像を削除する。この場合、撮像装置１０は
、削除アイコン３２０Ｄのタップに応じて、直接、動画像を削除してもよい。或いは、撮
像装置１０は、削除するか否かを確認するための確認ダイアログ（図示せず）を表示し、
ユーザ確認が得られた場合に、動画像を削除してもよい。また、動画像を削除する方法と
しては、例えば、記録媒体２に記録されている動画像のデータを完全に削除する方法の他
、当該動画像のデータを削除リストに移動させて所定期間保持した後に削除する方法、又
は、実際には動画像のデータは保存されているが、ユーザに当該データを提示しない方法
などがある。
【０１２２】
　以上では、地図画面３００に対応する動画像全体に対して所定機能を実行する例につい
て説明したが、当該動画像の一部の区間に対して部分的に所定機能を実行することも可能
である。
【０１２３】
　図１２～図１４は、地図画面３００を用いて動画像一部の区間を削除するときのユーザ
操作を示す図である。図１２は、軌跡線３０２上の始点３１２を指定する操作を示し、図
１３は、軌跡線３０２上の終点３１４を指定する操作を示し、図１４は、始点３１２から
終点３１４までの区間３１６を削除アイコン３２０Ｄにドラッグアンドドロップする操作
を示す。
【０１２４】
　上述したように、地図画面３００上の軌跡線３０２がなぞられると、各撮像位置でのサ
ムネイル画像３１０が順次表示される。ユーザは、かかるサムネイル画像３１０と地図３
０４内の撮像位置を見ながら、編集したい動画像の区間を判断する。地図画面３００上で
動画像の区間を編集する場合、ユーザは、まず、図１２に示すように軌跡線３０２上の始
点３１２を指定し、次いで、図１３に示すように軌跡線３０２上の終点３１４を指定する
。始点３１２と終点３１４で特定される軌跡線３０２の区間３１６は、ユーザが編集した
い動画像の区間に対応している。その後、ユーザは、図１４に示すように、指で地図画面
３００上をなぞりながら、上記指定された始点３１２と終点３１４の間の軌跡線３０２の
区間３１６を、削除アイコン３２０Ｄにドラッグアンドドロップする。以上のような始点
３１２及び終点３１４の指定操作と、区間３１６を削除アイコン３２０Ｄへドラッグアン
ドドロップする操作が、地図画面３００上で動画像の区間を部分的に削除するための所定
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操作に該当する。撮像装置１０は、かかる所定操作に応じて、上記始点３１２と終点３１
４で指定された区間３１６に対応する動画像の区間を部分的に削除する。
【０１２５】
　上記のような動画像の部分削除を行うために、撮像装置１０が実行する処理について、
より詳細に説明する。まず、タッチパネル４０は、ユーザによる始点３１２の指定操作に
応じて、指定された軌跡線３０２の始点３１２の座標位置を検出し（図１２参照）、次い
で、ユーザによる終点３１４の指定操作に応じて、指定された軌跡線３０２の終点３１４
の座標位置を検出する（図１３）。このように、タッチパネル４０が、ユーザによる始点
３１２と終点３１４の指定操作に応じて、指定された始点３１２と終点３１４を検出する
手法としては、例えば、次の３つの方法（ａ）～（ｃ）を例示できる。
【０１２６】
　（ａ）タップ圧力の検出
　例えば感圧式のタッチパネル４０は、ユーザが画面上の任意のポイントを押下したとき
の圧力を検出できる。そこで、ユーザが指等の操作体を用いて軌跡線３０２上のポイント
を強く押下したときに、タッチパネル４０は、その圧力を検出し、圧力が所定以上であれ
ば、始点３１２又は終点３１４の指定操作であると判定する。そして、タッチパネル４０
は、強く押下されたポイントを、始点３１２又は終点３１４として検出する。
【０１２７】
　（ｂ）タップ時間の検出
　タッチパネル４０は、ユーザが画面上の任意のポイントに接触した時間（タップ時間）
を検出できる。そこで、ユーザが指等の操作体を用いて軌跡線３０２上のポイントに接触
し続けたときに、タッチパネル４０は、その接触した時間を検出し、当該時間が所定の閾
値以上であれば、始点３１２又は終点３１４の指定操作であると判定する。そして、タッ
チパネル４０は、長時間タップされたポイントを、始点３１２又は終点３１４として検出
する。
【０１２８】
　（ｃ）タップ回数の検出
　タッチパネル４０は、ユーザが画面上の任意のポイントに対して、所定時間内に連続し
てタップした回数を検出できる。そこで、ユーザが指等の操作体を用いて軌跡線３０２上
のポイントを所定回数だけタップ（例えばダブルタップ）したときに、タッチパネル４０
は、そのタップ回数が始点３１２又は終点３１４の指定操作であると判定する。そして、
タッチパネル４０は、上記ダブルタップされたポイントを、始点３１２又は終点３１４と
して検出する。
【０１２９】
　以上にようにして、タッチパネル４０は、ユーザにより指定された軌跡線３０２上の始
点３１２又は終点３１４を検出できる。なお、ユーザが、上記所定操作により始点３１２
を指定した後に、同様の操作を行えば、その操作が終点３１４の指定操作であると判定で
きる。また、ユーザは、必ずしも始点３１２と終点３１４の双方を指定しなくてもよい。
例えば、常に軌跡線３０２の先端（動画像の先頭に相当する。）が始点３１２なるように
設定された場合には、ユーザは、終点３１４だけを指定すれば、区間３１６を指定するこ
とができる。
【０１３０】
　また、ユーザが始点３１２を指定した後に終点３１４を指定するために、軌跡線３０２
上を始点３１２からなぞった場合を考える。この場合、図１３に示すように、地図画面３
００の軌跡線３０２上の始点３１２から現在なぞられているポイントまでの区間３１６が
、選択状態となり、軌跡線３０２の他の区間と区別して表示される。図１３の例では、選
択状態となった軌跡線３０２の区間３１６が、他の区間とは異なる色で表示されている。
これにより、ユーザは、軌跡線３０２上の選択している区間を認識できるので、編集区間
を決定しやすい。
【０１３１】
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　以上のようにして軌跡線３０２上の始点３１２と終点３１４が指定されると、地図画面
３００には、その始点３１２と終点３１４に対応する撮像位置で撮像されたサムネイル画
像３１０Ａ、３１０Ｃが表示される。これにより、ユーザは、指定した始点３１２と終点
３１４の動画像の内容を確認できる。
【０１３２】
　その後、図１４に示すように、ユーザは、地図画面３００上で始点３１２と終点３１４
の間の区間３１６を削除アイコン３２０Ｄにドラッグアンドドロップする。このドラッグ
アンドドロップ操作時に、タッチパネル４０は、ドロップされた地図画面３００上の位置
を検出する。ドロップされた位置が、複数の機能アイコン３２０のうち削除アイコン３２
０Ｄの表示位置に対応する場合には、ユーザが、当該削除アイコン３２０Ｄを指定したこ
とになる。この場合、撮像装置１０の機能制御部２４６は、上記始点３１２と終点３１４
で指定された区間３１６に対応する動画像の区間を特定し、記録媒体２に記録されている
当該動画像の区間を部分削除する。
【０１３３】
　以上では動画像を部分的に削除する場合を説明したが、動画像の一部の区間を再生する
場合や、動画像の一部の区間に評価値を付与する場合も同様に実行可能である。部分再生
の場合、撮像装置１０は、ユーザにより指定された１又は２以上のサムネイル画像３１０
に対応する区間の動画像を部分的に再生する。また、部分レーティングの場合、撮像装置
１０は、ユーザにより指定された１又は２以上のサムネイル画像３１０に対応する区間の
動画像に対して、評価値を部分的に付与する。
【０１３４】
　次に、図１５、図１６を参照して、地図画面３００を利用してプレイリストを作成する
例について説明する。図１５、図１６は、地図画面３００を用いてサムネイル画像３１０
を生成するときのユーザ操作を示す図である。図１５は、始点３１２Ａと終点３１４Ａで
定まる区間３１６Ａを、第１プレイリストエリア３１８Ａにドラッグアンドドロップする
操作を示し、図１６は、始点３１２Ｂと終点３１４Ｂで定まる区間３１６Ｂを、第２プレ
イリストエリア３１８Ｂにドラッグアンドドロップする操作を示す。
【０１３５】
　地図画面３００を利用してプレイリストを作成するときには、まず、ユーザは、地図画
面３００上のプレイリストアイコン３２０Ｂ（図６等参照）にタップする。すると、タッ
チパネル４０は、当該ユーザによるプレイリストアイコン３２０Ｂの指定を検出し、表示
制御部２３８は、図１５に示すように、地図画面３００の下部に複数のプレイリストエリ
ア３１８Ａ、３１８Ｂ、３１０Ｃを表示する。このプレイリストエリア３１８は、プレイ
リストを構成する動画像の再生順序を決定するために用いられる。
【０１３６】
　次いで、ユーザは、図１５に示すように、軌跡線３０２上の始点３１２Ａ及び終点３１
４Ａを指定することで、プレイリストに追加したい最初の区間３１６Ａを指定する。かか
る始点３１２Ａ及び終点３１４Ａの指定は、上記図１２～１３で説明した方法と同様であ
る。その後、ユーザは、図１５に示すように、指で地図画面３００上をなぞりながら、上
記指定された軌跡線３０２の区間３１６Ａを、第１プレイリストエリア３１８Ａにドラッ
グアンドドロップする。このドラッグアンドドロップ操作は、軌跡線３０２の区間３１６
Ａに対応する動画像の区間をプレイリストの先頭に配置するための操作に相当する。
【０１３７】
　このようなユーザ操作に応じて、撮像装置１０の機能制御部２４６は、上記軌跡線３０
２の区間３１６Ａに対応する動画像の区間を含むプレイリストを新たに作成する。この結
果、図１６に示すように、当該軌跡線３０２の区間３１６Ａの始点３１２Ａのサムネイル
画像３１０Ａと終点３１４Ａのサムネイル画像３１０Ｃが、地図画面３００の第１プレイ
リストエリア３１８Ａ内に表示される。また、軌跡線３０２の区間３１６Ａが選択済みで
あることを表すために、地図画面３００上の区間３１６Ａがグレイアウト表示される。
【０１３８】
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　さらに、ユーザは、図１６に示すように、軌跡線３０２上の始点３１２Ｂ及び終点３１
４Ｂを指定することで、プレイリストに追加したい次の区間３１６Ｂを指定し、さらに、
指で地図画面３００上をなぞりながら、上記指定された軌跡線３０２の区間３１６Ｂを、
第２プレイリストエリア３１８Ｂにドラッグアンドドロップする。このドラッグアンドド
ロップ操作は、軌跡線３０２の区間３１６Ｂに対応する動画像の区間をプレイリストの２
番目に配置するための操作に相当する。
【０１３９】
　このようなユーザ操作に応じて、機能制御部２４６は、上記軌跡線３０２の区間３１６
Ｂに対応する動画像を、上述したプレイリストに追加する。この結果、図示はしないが、
当該軌跡線３０２の区間３１６Ｂの始点３１２Ｂのサムネイル画像３１０Ｅと終点３１４
Ｂのサムネイル画像３１０Ｆが、地図画面３００の第２プレイリストエリア３１８Ｂ内に
表示され、また、区間３１６Ｂがグレイアウト表示される。
【０１４０】
　以上の操作を繰り返すことにより、ユーザは、地図画面３００の軌跡線３０２から所望
の区間３１６を順次切り出して、その区間３１６に対応する動画像の区間をプレイリスト
に追加することができる。このとき、プレイリストに追加された区間のサムネイル画像３
１０が、複数のプレイリストエリア３１８にそれぞれ表示されるので、ユーザは、プレイ
リストの内容を一目で把握できる。
【０１４１】
　撮像装置１０は、上記のようにして作成されたプレイリストに関する情報を記録媒体２
等に記録する。そして、ユーザにより当該プレイリストの再生指示が入力されたときには
、撮像装置１０は、当該プレイリスト内に含まれる複数の区間の動画像を順次再生して、
表示パネル２０に表示する。
【０１４２】
　なお、図１５の操作例では、指定された区間３１６をプレイリストエリア３１８にドラ
ッグアンドドロップしたが、かかる例に限定されず、指定された区間３１６をプレイリス
トアイコン３２０Ｂにドラッグアンドドロップすることで、プレイリストを作成するよう
にしてもよい。また、１つの軌跡線３０２上の任意の区間３１６を重複して切り出して、
プレイリストに追加することも可能である。また、地図画面３００に複数の動画像の軌跡
線３０２を表示して、これらの軌跡線３０２の任意の区間３１６を指定してプレイリスト
を作成できるようにしてもよい。
【０１４３】
　以上、図５及び図６を参照して、地図画面３００における画像操作機能について説明し
た。本実施形態に係る地図画面３００の画像操作機能によれば、ユーザは、地図画面３０
０上において、動画像の時間軸の情報のみならず、動画像を撮像位置などの空間的な情報
をも利用しながら、動画像の一部又は全部を操作又は編集することができる。しかも、か
かる動画像に対する操作、編集作業は、タッチパネル４０を用いて軌跡線３０２の区間３
１６と機能アイコン３２０を指定するという簡単なユーザ操作で実現できる。
【０１４４】
　特に、撮像装置１０による動画像の録画終了直後に、自動的に地図画面３００を表示さ
せれば、ユーザは、録画直後の時間的及び空間的な記憶が鮮明なうちに、動画像を編集で
きるので便利である。
【０１４５】
　つまり、従来では、撮像装置で録画した動画像を事後的に選別・編集する場合、動画像
を再生してその内容を確認する必要があり、非常に煩雑で非効率的な作業であった。例え
ば、ユーザが、初めて訪れた旅行先で移動しながら撮像する場合や、車窓からの風景を撮
像する場合などには、撮像漏れを防ぐために、不要な部分が録画されることを覚悟して、
長時間に渡って撮像することがある。このため、録画された動画像は、不要なシーンも多
く含んでいる。このような場合、従来のフィルムロール表示のように、単に動画像から複
数のサムネイル画像を抽出して表示したとしても、事後的な編集作業では、動画像のどの
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部分を削除したらよいかを探すことが煩雑である。
【０１４６】
　これに対し、地図画面３００によれば、録画直後のユーザの記憶が鮮明なうちに、撮像
位置の情報を利用しながら、動画像の不要部分の削除やプレイリスト作成などの編集作業
を行うことができる。よって、編集作業を容易かつ効率的に実行でき、非常に便利である
。また、録画直後に表示された地図画面３００において、動画像の一部区間を部分的にレ
ーティングしておけば、事後的に動画像を再生閲覧したり編集したりする際にも便利であ
る。
【０１４７】
　［８．地図画面の表示処理フロー］
　次に、図１７を参照して、本実施形態に係る撮像装置１０による地図画面３００の表示
処理について説明する。図１７は、本実施形態に係る撮像装置１０による地図画面３００
の表示処理を示すフローチャートである。
【０１４８】
　図１７に示すように、まず、撮像装置１０は、動画像に関連づけられた撮像位置情報に
基づいて、当該動画像の撮像位置の軌跡を表す地図画面３００を生成する（Ｓ１００）。
詳細には、まず、撮像装置１０は、図４に示したメモリ２４０に保持されている撮像位置
テーブル２４２から撮像位置情報を読み出す。次いで、撮像装置１０は、当該撮像位置情
報に含まれる全ての撮像位置をカバーするように、地図画面３００に表示する地図３０４
の範囲を決定する、さらに、撮像装置１０は、地図データベース２３７から取得した地図
情報を用いて、上記範囲の地図３０４を描画する。その後、撮像装置１０は、撮像位置情
報が表す複数の撮像位置を地図３０４上にプロットし、当該プロットした撮像位置を時系
列順に結んで、地図３０４上に軌跡線３０２を描画する。
【０１４９】
　次いで、撮像装置１０は、Ｓ１００で生成された地図画面３００を表示パネル２０に表
示する（Ｓ１０２）。これにより、例えば図６に示したような地図画面３００が表示され
るので、ユーザは、動画像を撮像したときの撮像位置の推移などの撮像環境を把握できる
、
【０１５０】
　かかる地図画面３００の表示中には、撮像装置１０は、タッチパネル４０により、ユー
ザが地図画面３００の軌跡線３０２上の任意のポイント３０８にタップして、当該ポイン
ト３０８を指定したか否かを検出する（Ｓ１０４）。軌跡線３０２上のポイント３０８が
タップされた場合には、タッチパネル４０は、当該タップにより指定されたポイント３０
８を検出する。そして、撮像装置１０は、撮像位置情報に基づいて、検出されたポイント
３０８に対応する撮像位置を求め、その撮像位置で撮像された動画像のフレームを抽出し
、該フレームをサムネイル画像３１０として地図画面３００上に表示する（Ｓ１０６）。
【０１５１】
　この結果、例えば図８に示したように、ユーザが指定したポイント３０８Ａのサムネイ
ル画像３１０Ａが、そのポイント３０８Ａの上部に表示される。これにより、ユーザは、
指定したポイント３０８Ａの動画像の内容を把握できる。かかるサムネイル画像３１０Ａ
は、Ｓ１０８でタップ位置が移動するか、Ｓ１１２でタップが終了するまで表示される。
【０１５２】
　さらに、ユーザが指で軌跡線３０２をなぞった場合には、撮像装置１０は、なぞられた
軌跡線３０２上の複数のポイント３０８を順次検出して、軌跡線３０２の所定間隔ごとに
各ポイント３０８のサムネイル画像３１０を地図画面３００上に順次表示する（Ｓ１０８
～Ｓ１１２）。
【０１５３】
　詳細には、まず、タッチパネル４０は、ユーザによる軌跡線３０２に対するタップ位置
が元のポイント３０８Ａから所定距離だけ移動したか否かを検出する（Ｓ１０８）。当該
タップ位置が移動した場合には、撮像装置１０は、元のポイント３０８Ａに対応するサム
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ネイル画像３１０Ａを消去し、移動後の新たなポイント３０８Ｂに対応するサムネイル画
像３１０Ｂを地図画面３００上に表示する（Ｓ１１０）。このように、ユーザにより軌跡
線３０２がなぞられた場合には、ユーザが地図画面３００から指を離してタップが終了す
るまで（Ｓ１１２）、上記タップ位置の検出処理（Ｓ１０８）とサムネイル画像３１０の
表示処理（Ｓ１１０）を、繰り返す。
【０１５４】
　この結果、例えば図９に示したように、地図画面３００上には、なぞられた軌跡線３０
２上ポイント３０８Ａ、３０８Ｂ、３０８Ｃに対応するサムネイル画像３１０Ａ、３１０
Ｂ、３１０Ｃが所定間隔ごとに順次表示される。これにより、ユーザは、地図画面３００
上の軌跡線３０２をなぞることで、その軌跡線３０２に沿った動画像の内容の推移を、撮
像位置とともに把握できる。
【０１５５】
　その後、ユーザが地図画面３００の表示を終了するための操作を行った場合には、撮像
装置１０は、表示パネル２０上に表示された地図画面３００を消去する（Ｓ１１４）。
【０１５６】
　［９．地図画面における編集処理フロー］
　次に、図１８を参照して、本実施形態に係る地図画面３００を用いて動画像を編集する
ときの編集処理について説明する。図１８は、本実施形態に係る撮像装置１０による地図
画面３００を用いた動画像の編集処理を示すフローチャートである。なお、図１８では、
地図画面３００の削除アイコン３２０Ｄの指定により削除機能が実行された場合の処理フ
ローを示している。
【０１５７】
　図１８に示すように、まず、撮像装置１０は、図１７で説明したようにして地図画面３
００を表示する（Ｓ２００）。次いで、ユーザが、地図画面３００の軌跡線３０２上の所
望のポイントに対して所定操作を行って、始点３１２及び終点３１４を指定すると（図１
２、図１３参照）、タッチパネル４０は、ユーザにより指定された始点３１２及び終点３
１４をそれぞれ検出する（Ｓ２０２、Ｓ２０４）。かかる始点３１２及び終点３１４の指
定に応じて、撮像装置１０は、図１３に示したように始点３１２から終点３１４までの軌
跡線３０２の区間３１６を選択した状態で表示する（Ｓ２０６）。これにより、ユーザは
、地図画面３００で指定した軌跡線３０２の区間３１６を確認できる。
【０１５８】
　次いで、撮像装置１０は、タッチパネル４０により、ユーザにより地図画面３００内の
機能アイコン３２０（例えば削除アイコン３２０Ｄ）が操作されたか否かを検出する（Ｓ
２０８）。例えば図１４で示したように、ユーザが、上記指定した軌跡線３０２の区間３
１６を削除アイコン３２０Ｄにドラッグアンドドロップすると、タッチパネル４０は、こ
のドラッグアンドドロップ操作（削除操作）を検出する（Ｓ２０８）。そして、撮像装置
１０は、撮像位置情報に基づき、上記指定された軌跡線３０２の区間３１６対応する動画
像の区間を求め、当該動画像の区間を削除する（Ｓ２１０）。このように、軌跡線３０２
の一部の区間３１６を選択してから削除アイコン３２０Ｄが操作された場合には、選択さ
れた軌跡線３０２の区間３１６に対応する動画像の区間のみが部分的に削除される。
【０１５９】
　その後、ユーザが地図画面３００の表示を終了するための操作を行った場合には、撮像
装置１０は、表示パネル２０上に表示された地図画面３００を消去する（Ｓ２１２）。
【０１６０】
　以上、図１８を参照して、地図画面３００を用いた編集処理フローについて説明した。
なお、図１８では、削除機能を実行する場合の処理フローについて説明したが、削除機能
以外の所定機能、例えば、再生機能、レーティング機能、プレイリスト作成機能について
も同様に実施できる。
【０１６１】
　［１０．まとめ］
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　以上、本実施形態に係る撮像装置１０と、これを用いた地図画面３００の表示方法につ
いて説明した。本実施形態に係る地図画面３００では、動画像の撮像位置の軌跡線３０２
が地図３０４上にマッピングされている。これにより、動画像の撮像位置が、地図３０４
上のどこに位置しているかを確認でき、動画像の内容を空間的に把握できる。
【０１６２】
　さらに、ユーザが地図画面３００の軌跡線３０２上の任意のポイント３０８を指定する
と、そのポイント３０８のサムネイル画像３１０が表示される。これにより、動画像を撮
像したときの撮像位置の軌跡と、各撮像位置で撮像された動画像の内容（サムネイル画像
３１０）とを関連づけてユーザに提示できる。
【０１６３】
　特に、ユーザが軌跡線３０２をなぞると、軌跡線３０２上の各ポイント３０８のサムネ
イル画像３１０が順次表示される。従って、動画像を撮像したときの撮像環境とともに、
当該動画像の内容をユーザに対して分かりやすく提示できる。よって、ユーザは、動画像
の内容を空間的に容易かつ適切に把握でき、その動画像の内容や編集の要否などを容易に
判断できる。
【０１６４】
　また、ユーザが軌跡線３０２をなぞったときに、複数のサムネイル画像３１０が順次表
示される軌跡線３０２上のポイント３０８の間隔を、地図画面３００の地図３０４の縮尺
に応じて変更してもよい（図９～図１１参照）。これにより、地図３０４を拡大表示した
ときには、より細かい間隔で多数のサムネイル画像３１０が表示されるので、ユーザは、
軌跡線３０２に沿った動画像の内容を、より詳細に確認できる。一方、地図３０４を拡大
表示したときには、粗い間隔で複数のサムネイル画像３１０が表示されるので、ユーザは
、動画像全体の内容を概略的に確認できる。
【０１６５】
　また、撮像中にインデックスが付加された撮像位置を表すインデックスマーク３０６を
、地図画面３００の軌跡線３０２上に表示してもよい（図７参照）。これにより、ユーザ
は、盛り上がったシーン等の撮像位置を空間的に把握できる。
【０１６６】
　さらに、地図画面３００では、地図３０４上の軌跡線３０２の区間を指定して、動画像
を空間的に編集することができる。よって、ユーザは、動画像を撮像したときの時間な記
憶のみを頼りにするのではなく、空間的な記憶をも利用して、直感的かつ効率的に動画像
を編集できる。特に、録画された動画像の不要な部分を削除するなど編集作業を、タッチ
パネル４０に対する簡単な操作で実現できるので、編集作業を大幅に効率化できる。
【０１６７】
　かかる地図画面３００は、動画像の録画直後に自動的に撮像装置１０の表示パネル２０
に表示されてもよい。これにより、動画像の録画直後に、録画された動画像の撮像位置の
軌跡と各撮像位置でのサムネイル画像３１０をユーザに提示することができる。よって、
ユーザは、動画像の録画直後の記憶の鮮明なうちに、録画された動画像の撮像位置の軌跡
を確認して、当該動画像の内容を空間的に把握できる。さらに、例えば、動画像の不要な
部分の削除や、プレイリスト作成などといった編集作業は、録画直後のユーザの記憶が鮮
明なうちに行うことが好ましい。このような録画直後に動画像の編集作業を行う場合に、
ユーザは、地図画面３００を用いて、動画像の内容を空間的に把握できるので、動画像の
編集作業がより効率化できるので、便利である。
【０１６８】
　また、地図画面３００は、動画像の録画後におけるユーザにより指定された任意のタイ
ミングで、表示パネル２０に表示されてもよい。例えば、録画時からある程度の時間を経
た後に、撮像装置や他の変種機器で動画像を編集する場合、従来では、動画像を先頭から
再生し、動画像を時間軸上で操作して編集することが一般的であった。これに対し、本実
施形態に係る地図画面３００によれば、ユーザは、動画像の空間的な撮像状況を把握でき
るとともに、地図３０４上で区間３１６を指定することで、撮像時の空間的な記憶を利用
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して動画像を容易かつ効率的に編集できる
【０１６９】
　また、地図画面３００において、同一イベント（例えば１回の旅行）に関する複数の動
画像の軌跡線３０２を地図３０４上に一覧表示してもよい。これにより、ユーザは、同一
イベントに関してこれまでに録画した複数の動画像の撮像位置の軌跡や、現在までにどの
位の動画像を録画したかを地図３０４上で確認することも可能となる。これにより、各動
画像の撮像位置やその移動軌跡をユーザに印象づけることができるので、ユーザの記憶が
より鮮明になり、また、ユーザ所望の場所での撮り忘れも防止できる。
【０１７０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１７１】
　２　ディスク状記録媒体
　４　メモリカード
　１０　撮像装置
　２０　表示パネル
　３０　操作部
　３０Ｅ　動画撮像用ボタン
　３０Ｆ　インデックス用ボタン
　４０　タッチパネル
　１１０　コントロール回路
　１２２　測位部
　２００　撮像部
　２１０　画像処理部
　２２０　記録再生部
　２３２　撮像制御部
　２３４　サムネイル生成部
　２３６　地図画面生成部
　２３７　地図データベース
　２３８　表示制御部
　２４０　メモリ
　２４２　撮像位置テーブル
　２４４　インデックス情報生成部
　２４６　機能制御部
　３００　地図画面
　３０２　軌跡線
　３０４　地図
　３０６　インデックスマーク
　３０８　ポイント
　３１０　サムネイル画像
　３１２　始点
　３１４　終点
　３１６　区間
　３１８　プレイリストエリア
　３２０　機能アイコン
　３２０Ａ　再生アイコン
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　３２０Ｂ　プレイリストアイコン
　３２０Ｃ　レーティングアイコン
　３２０Ｄ　削除アイコン
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